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(57)【要約】
　ハウジングと、ハウジング内部のロック要素によって
取り付け可能な少なくとも１つの電気的接触要素を受け
るための少なくとも１つのチャンバとを備えるプラグイ
ンコネクタが記載されている。ロック要素は、接触要素
に配置されたロックフックであり、ロックフックは、ロ
ックフックに適合された開口内においてハウジング内部
でラッチ可能であり、少なくとも１つの接触要素はバネ
接触要素であり、そのバネ接触部は、Ｕ字形状に曲げら
れたシートメタルの複数の脚部として形成されており、
スナップイン要素は、Ｕ字形状に曲げられたシートメタ
ルの上方において蓋状に、すなわち、スナップイン要素
がバネ接触部の前方領域にまで達する様に配置されてい
るという点で特徴付けられている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、少なくとも１つの電気的接触要素を受けるための少なくとも１つのチャ
ンバとを備えるプラグインコネクタであって、前記少なくとも１つの電気的接触要素は、
ロック要素によって前記ハウジングの内部に取り付け可能であり、前記ロック要素は、接
触要素に配置され、前記ロック要素に適合された開口の内部において前記ハウジング内で
定位置にロック可能であるスナップイン要素であり、前記少なくとも１つの接触要素はバ
ネ接触要素であり、前記接触要素の複数のバネ接触部は、Ｕ字形状に曲げられたシートメ
タルの複数の脚部として形成されており、前記スナップイン要素は、Ｕ字形状に曲げられ
た前記シートメタルの上方において蓋状に、すなわち、前記スナップイン要素が前記複数
のバネ接触部の前方領域に達するように配置されている、プラグインコネクタ。
【請求項２】
　前記スナップイン要素はロックフックを有し、前記ロックフックの屈曲領域は、前記複
数のバネ接触部の複数の接触開口に面している側において形成されている、請求項１に記
載のプラグインコネクタ。
【請求項３】
　前記屈曲領域は、前記ロックフックより幅広である、請求項２に記載のプラグインコネ
クタ。
【請求項４】
　前記スナップイン要素は、実質的に前記スナップイン要素の全長にわたって延在してい
るビードを有する、請求項１から３の何れか一項に記載のプラグインコネクタ。
【請求項５】
　前記スナップイン要素に面している側において、前記複数のバネ接触部は、非ラッチ状
態の前記スナップイン要素のための、斜めに位置付けられた複数の支持面を有する、請求
項１から４の何れか一項に記載のプラグインコネクタ。
【請求項６】
　前記複数のバネ接触部に面している側において、前記スナップイン要素は、ナイフブレ
ード接触要素のための支持面を有する、請求項１から５の何れか一項に記載のプラグイン
コネクタ。
【請求項７】
　前記スナップイン要素は、そのラッチ状態において、前記ハウジングに配置された二次
ロックデバイスをロック解除から保護する、請求項１から６の何れか一項に記載のプラグ
インコネクタ。
【請求項８】
　前記バネ接触要素及び前記スナップイン要素は互いに一体的に形成されている、請求項
１から７の何れか一項に記載のプラグインコネクタ。
【請求項９】
　前記バネ接触要素及び前記スナップイン要素は単一の打ち抜き部分から形成されている
、請求項８に記載のプラグインコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハウジングと、ハウジング内部のロック要素によって取り付け可能な少なく
とも１つの電気的接触要素を受けるための少なくとも１つのチャンバとを備えるプラグイ
ンコネクタに関する。ロック要素は、接触要素に配置されたロックフックであり、当該ロ
ックフックに適合された開口において、ハウジング内部の定位置にロック可能である。
【背景技術】
【０００２】
　二次ロックデバイスを備えたプラグインコネクタが、例えば、ＤＥ　２０　２００６　
０１０　３０８　Ｕ１から得られる。プラグインコネクタのベース要素に配置された少な
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くとも１つの接触要素を有するこのプラグインコネクタ内には、少なくとも１つの二次ロ
ック凹部が設けられている。当該少なくとも１つの二次ロック凹部は、接触要素内部で嵌
合方向に対して斜めの方向に配置され、二次ロック要素のロックカムは、当該少なくとも
１つの二次ロック凹部と二次ロック要素のロック位置でかみ合う。接触要素はバネ接触要
素として具体化される。ハウジング内部での取り付けを容易にすべく、ロックフックが２
つのバネ接触部を接続するＵ字型接続板上に配置されるものとする。ロックフックは、ハ
ウジング内部で、対応するロック開口とかみ合う。このロックフックはＵ字型接続板から
打ち抜かれる。ロックフックは、Ｕ字型接続板からバネ状に突出し、そのラッチ状態では
ハウジング内部で開口とかみ合う。従って、両バネ接触部及びＵ字型接続板によって形成
されたバネ接触要素をハウジング内部で保持する。そのような取り付けでは、限られた張
力しか得られない。その上、そのような取り付けは装着プロセスを複雑なものにする。ま
た、Ｕ字型接続板から打ち抜かれたフックとしてロックフックを製造することは、かなり
の仕事量を伴う。
【発明の概要】
【０００３】
　［発明の利点］
　技術水準から知られるプラグインコネクタとは対照的に、本発明に係るプラグインコネ
クタでは、スナップイン要素は、バネ接触部間のＵ字型接続板において、両バネ接触部か
ら離れる方向に面している側においては配置されず、むしろ、両バネ接触部の上方に、す
なわち、スナップイン要素が、Ｕ字形状に曲げられたシートメタルの上方において蓋状に
配置される様に配置されている。スナップイン要素はまた、バネ接触部の前方領域にまで
達する。そのような構造は、より容易でより速い製造を可能にするのみならず、より大き
いサイズのスナップイン要素の設計を可能にする。スナップイン要素は、バネ接触部を超
えていわば蓋状に突き出るので、より幅広になるよう設計可能であり、この事実、及びバ
ネ接触部の上方のその配置により、当該スナップイン要素はまた、Ｕ字型接続板に配置さ
れたスナップイン要素と比べて、抜去力に対するかなり高い抵抗力を促進する。更なる有
利な展開が、従属する下位クレームの主題である。例えば、スナップイン要素はロックフ
ックを有し、ロックフックは、その屈曲領域が、バネ接触部の複数の接触開口に面してい
る側において形成される状態で有するものとする。このようにして、ロックフックは複数
の接触開口の領域に配置される。
【０００４】
　屈曲領域はスナップイン要素より幅広であるのが好ましい。これにより、より高い曲げ
力及び高い安定性が可能となる。
【０００５】
　より高い安定性を提供し、長尺フック自体が曲げられる危険性を最小にすべく、更に好
ましくは、スナップイン要素は、実質的にその全長にわたって延在するビード（ｂｅａｄ
ｉｎｇ）を有するものとする。
【０００６】
　更に、有利には、スナップイン要素に面している側において、複数のバネ接触部は、ロ
ックフックがその非係合状態にあるときのための、斜めに位置付けられた支持面を有する
ものとする。従って、スナップイン要素は、その目的のために設けられたロック開口にラ
ッチされる時点まで複数のバネ接触部上でいわば支持される。この支持面は、スナップイ
ン要素の曲げ角度を大変有利な方式で制限するので、曲げ過ぎによるスナップイン要素の
損傷を回避する。
【０００７】
　複数のバネ接触部に面している側において、スナップイン要素自体がナイフブレード接
触要素用の支持面を有する。ナイフブレード接触要素とバネ接触要素との嵌合状態では、
ロック開口からのロックフックの何れのラッチ解除も回避される。なぜなら、その立方体
状の外部形状が、バネ接触要素のＵ字型断面の開口において形成された状態で、当該支持
面がナイフブレード接触要素上で支持されているからである。当該開口部は「蓋」、つま
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りスナップイン要素によって閉じられる。
【０００８】
　加えて、そのようなプラグインコネクタはまた、ＤＥ　２０　２００６　０１０　３０
８　Ｕ１に説明されるような二次ロックデバイスを有してよい。複数のバネ接触要素の上
方にスナップイン要素を配置することを通して、同時に、そのような二次ロックデバイス
は大変有利な方式でロック解除から保護され得る。なぜならスナップイン要素は、同時に
、二次ロックデバイスのいかなる作動も回避するからである。
【０００９】
　好ましくは、バネ接触要素及びスナップイン要素は互いに一体的に形成されるものとす
る。製造の容易さに関しては、バネ接触要素及びスナップイン要素は、単一の打ち抜き部
分から形成され、複数回曲げられる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本発明の例示的な実施形態が、図面において示され、以下の説明でより詳細に説明され
る。
【図１】本発明に係るプラグインコネクタのバネ接触要素の等角投影図である。
【図２】図１に示されるバネ接触要素の上面図である。
【図３】図１及び図２に示されるバネ接触要素の側面図である。
【図４】本発明に係る、スナップイン要素の非ラッチ状態のプラグインコネクタを示す。
【図５】本発明に係る、スナップイン要素のラッチ状態のプラグインコネクタを示す。
【図６】ナイフブレード接触要素によるプラグ接続が確立された後の、図５に示されるプ
ラグインコネクタを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明に係るプラグインコネクタのバネ接触要素は、全体として１００と称され、図１
においてバネ接触部１１０、１２０として具体化されている２つの接触要素を備える。こ
れらのバネ接触部１１０、１２０は、それ自体が既知である方式でナイフブレード接触要
素を受けるよう機能する（図６を参照）。バネ接触部１１０、１２０は、接続板１３０を
介して互いに接続される。接続板１３０と一体となり、２つのバネ接触部１１０、１２０
はＵ字形状を取る。このＵ字型配置は、スナップイン要素１４０によっていわば蓋状に覆
われ、それにより、この蓋と一体となり、当該Ｕ字型輪郭は断面でみると矩形輪郭として
形成される。
【００１２】
　圧着領域１６０は、それ自体が既知である方式でリッツ線を受け、圧着するよう機能し
、バネ接触部１１０、１２０に取り付けられる。圧着領域１６０には、複数のリッツ線で
形成されたケーブルの絶縁クラッドを受ける［よう機能する］歪み解放部１６２が取り付
けられる。
【００１３】
　スナップイン要素１４０は、バネ接触部１１０、１２０の接触キャップ１１１、１２１
［から］離れる方向に面している側においてＵ字型輪郭に取り付けられる。例えば、それ
はその一体的な部分として形成されてよい。スナップイン要素１４０は、平坦なメタルシ
ートから打ち抜きプロセスで作製され得る。平坦なメタルシートは３回直角に曲げられる
。最初はバネ接触部１１０、１２０を形成する目的で、次に、それらのバネ接触部の上方
に蓋状に配置されるスナップイン要素１４０を形成する目的で曲げられる。スナップイン
要素１４０は、長手方向の全体にわたって延在し、延伸したスナップイン要素１４０の安
定性を高める目的を果たすビード１４１を備える。接触キャップ１１１、１２１に面して
いる前端に、ロックフック１４２がスナップイン要素１４０において形成される。その機
能は、以下でより詳細に説明される。
【００１４】
　バネ接触部１１０、１２０の上側において、すなわち、スナップイン要素１４０に向か
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要素の支持面として形成された表面１１２、１２２を有する。図２に具体的に見られるよ
うに、図１においてもまた見られるが、スナップイン要素１４０はロックフック１４２の
領域に屈曲領域１４３を有する。その屈曲領域１４３は、スナップイン要素１４０自体よ
り幅広になるように形成される。これは、ロックフック１４２の安定性を高める目的を果
たし、結果的にまた、プラグインコネクタのハウジングからの抜去力を高める目的を果た
す。
【００１５】
　図４から図６は、プラグインコネクタを、より具体的には、ハウジング２００内部の上
述されたバネ接触要素１００の配置を示す。図４は、ラッチの目的で設けられた、ハウジ
ング２００の開口２４０内部にまだラッチされていない状態のスナップイン要素１４０を
示す。図４に見られるように、バネ接触要素１００の形態の電気的接触要素は、ハウジン
グ２００のチャンバ２０１に配置される。ハウジング２００はプラグ側に開口２０２を、
及びケーブル側に開口２０４を有する。プラグ側に位置する開口２０２は、それ自体が既
知である方式でナイフブレード接触要素をプラグインするよう機能し、開口２０４は、ハ
ウジング２００からケーブル（図示せず）を導き出すよう機能する。バネ接触要素１００
は、後側から、すなわち開口２０４からハウジング２００に挿入される。初めは、スナッ
プイン要素１４０はまだラッチされていない。その代わりに、スナップイン要素１４０は
下方に曲げられ、支持面１１２、１２２上で支持されている。スナップイン要素１４０が
その様に支持されることで、スナップイン要素１４０が曲がる可能性が制限され、それに
より、曲げ過ぎによりスナップイン要素１４０に与えられ得るいかなる損傷もがまた回避
される。バネ接触要素１００がハウジング２００に完全に挿入された後、スナップイン要
素１４０の完全な係合が生じる。この目的のために、ロックフック１４２は、この目的の
ために設けられた、ハウジング２００の開口２４０とかみ合う。その状態は図５に示され
る。
【００１６】
　ナイフブレード接触要素５００がバネ接触要素１００に挿入された後、図６に概略的に
示されるように、スナップイン要素１４０のいかなるラッチ解除も、すなわち、ロックフ
ック１４２の開口２４０からのいかなるラッチ解除も有効で安全な方式で回避される。つ
まり、その場合、スナップイン要素１４０は、ナイフブレード接触要素５００と面してい
るその支持面１４７で、ナイフブレード接触要素５００上で支持され、それにより、プラ
グイン状態ではスナップイン要素のいかなるラッチ解除も起きないようにする。図４から
図６において更に示されるように、そのようなプラグインコネクタはまた、ロックカム３
１０、３２０を備える二次ロックデバイス３００を有してよい。ロックカム３１０、３２
０は、対応するバネ接触要素のロック凹部１８１、１８２にかみ合う。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月19日(2016.12.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、少なくとも１つの電気的接触要素を受けるための少なくとも１つのチャ
ンバとを備えるプラグインコネクタであって、前記少なくとも１つの電気的接触要素は、
ロック要素によって前記ハウジングの内部に取り付け可能であり、前記ロック要素は、前
記電気的接触要素に配置され、前記ロック要素に適合された開口の内部において前記ハウ
ジング内で定位置にロック可能であるスナップイン要素であり、前記少なくとも１つの電
気的接触要素はバネ接触要素であり、前記電気的接触要素の複数のバネ接触部は、Ｕ字形
状に曲げられたメタルシートの複数の脚部として形成されており、前記スナップイン要素
は、Ｕ字形状に曲げられた前記メタルシートの上方において蓋状に、前記スナップイン要
素が前記複数のバネ接触部の前方領域に達するように配置されており、前記スナップイン
要素はロックフックを有し、前記ロックフックの屈曲領域は、前記複数のバネ接触部の複
数の接触開口に対向している側において形成されている、プラグインコネクタ。
【請求項２】
　前記屈曲領域は、前記スナップイン要素より幅広である、請求項１に記載のプラグイン
コネクタ。
【請求項３】
　前記スナップイン要素は、前記スナップイン要素の全長にわたって延在するビードを有
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する、請求項１または２に記載のプラグインコネクタ。
【請求項４】
　前記複数のバネ接触部の前記スナップイン要素に対向している側において、前記複数の
バネ接触部は、非ラッチ状態の前記スナップイン要素のための、斜めに延在している複数
の支持面を有する、請求項１から３の何れか一項に記載のプラグインコネクタ。
【請求項５】
　前記スナップイン要素の前記複数のバネ接触部に対向している側において、前記スナッ
プイン要素は、ナイフブレード接触要素のための支持面を有する、請求項１から４の何れ
か一項に記載のプラグインコネクタ。
【請求項６】
　前記スナップイン要素は、ラッチ状態において、前記ハウジングに配置された二次ロッ
クデバイスをロック解除から保護する、請求項１から５の何れか一項に記載のプラグイン
コネクタ。
【請求項７】
　前記バネ接触要素及び前記スナップイン要素は互いに一体的に形成されている、請求項
１から６の何れか一項に記載のプラグインコネクタ。
【請求項８】
　前記バネ接触要素及び前記スナップイン要素は単一の打ち抜き部分から形成されている
、請求項７に記載のプラグインコネクタ。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　バネ接触部１１０、１２０の上側において、すなわち、スナップイン要素１４０に向か
って面している端部において、バネ接触部１１０、１２０は、斜めに伸び、スナップイン
要素の支持面として形成された表面１１２、１２２を有する。図２または図３に具体的に
見られるように、図１においてもまた見られるが、スナップイン要素１４０はロックフッ
ク１４２の領域に屈曲領域１４３を有する。その屈曲領域１４３は、スナップイン要素１
４０自体より幅広になるように形成される。これは、ロックフック１４２の安定性を高め
る目的を果たし、結果的にまた、プラグインコネクタのハウジングからの抜去力を高める
目的を果たす。
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